
長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針の改正案に関する 

意見募集の結果について 

 

令和３年10月20日 

国土交通省住宅局 

 

国土交通省では、令和３年９月６日から令和３年 10 月５日までの期間において、長

期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針の改正案に関する意見の募集を行いま

した。 

10 件のご意見をいただき、いただいたご意見及びそれに対する当省の考え方を以下

のとおりまとめましたので公表いたします。なお、本意見募集とは直接関係のないご意

見（３件）と賛成のご意見（１件）の提出がありました。 

皆様のご協力に深く感謝申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力

頂きますよう、よろしくお願いいたします。 

 

  いただいたご意見 

（要約、集約、補足後） 
国土交通省の考え方 

件

数 

1 

現在、土砂災害特別警戒区域内

で長期優良住宅の認定を受けて

いる住宅の扱いはどうなるの

か。変更認定や地位の承継も認

められないのか。 

改正法附則第２条第２項の規定により、改

正法施行の際既に認定を受けている長期優

良住宅建築等計画に関する計画の変更、地

位の承継は改正前の法律を適用することと

しているため、変更認定を受ける際に災害

配慮基準への適合は求められません。 

1 

2 

災害配慮基準について、国とし

て明確な基準を早期に示すべき

ではないか。 

自然災害のリスクは地域によりさまざまで

あることから、災害配慮基準は、各所管行

政庁において地域の実情を踏まえて個別に

設定いただくこととしております。設定に

当たっては基本方針に示す認定に当たって

の基本的な考え方を参考に設定いただくこ

ととなります。 

3 

3 

認定申請対象住宅の敷地の一部

が、認定に当たって必要な措置

等を求めることされた区域内に

あるが、建築する住宅が当該区

域外の場合は、所管行政庁が定

める措置等の対象外となること

を明示していただきたい。 

災害配慮基準の適用にあたっては、建築物

が災害のリスクが高い区域に含まれるかど

うかを判断の基本としますが、想定する災

害の種類に応じ、敷地の一部が災害リスク

の高い区域に含まれる場合に、認定に当た

って必要な措置等を所管行政庁の判断で求

めることも可能です。 

1 



4 

「洪水浸水想定区域」等で所管

行政庁が定めることができる措

置について、所管行政庁が過度

な措置を求めることにならない

ように、技術的助言で示してい

ただきたい。 

各所管行政庁が地域の実情を踏まえて個別

に判断されます。 
1 

5 

特定行政庁の判断で制限可能と

なる内容や定めることできる必

要な措置が適切に誘導されるよ

うな技術的助言を定めていただ

きたい。 

各所管行政庁が地域の実情を踏まえて個別

に判断されます。 
1 

6 

建設地が、一定の自然災害のリ

スクが想定される区域に該当す

るかどうかは、自治体のハザー

ドマップで確認することになる

か。洪水浸水想定区域の場合、

必要な措置の基準として「想定

される浸水深」が指標に用いら

れることが考えられるが、その

際のハザードマップで示されて

いる幅を持った浸水深を用いる

のか。また、「想定される浸水

深」に対する措置をする場合、

浸水深を算出する際の基準点は

どこか。 

認定申請対象住宅が所管行政庁の指定する

認定を行わない区域等に位置するかどうか

は、各行政庁が公表する情報（ホームペー

ジや公表資料）を基に確認してください。

区域ごとに想定する災害の程度（想定浸水

深等）については、各法令のルールに基づ

き判断されます。 

1 

 


